
 

 

長岡市告示第２２１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者が

長岡市おぐに森林公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めたので、長岡市おぐに森林

公園条例（平成１７年長岡市条例第１１４号）第１３条第２項の規定により告示します。 

 

  令和８年４月１日 

 

                   長 岡 市 長  磯 田 達 伸 

 

１ 開館時間 

  別表１のとおり 

 

２ 休館日 

  別表１のとおり 

 

３ 開館時間及び休館日を定める期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 



別表１ 
 
開館時間・休館（場）日等 

バンガロー及びキャンプ場 受付時間 午前10時から午後７時まで 

８月13日は、午前10時から午後４時

まで 

休館日又は休場日 毎週水曜日及び毎月第２第４火曜日

（その日が国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（以下「国民の休日」という。）

に当たるときは、その翌々日）及び12

月30日から翌年の１月２日までの日 

自然休養体験館（養楽館）及び

交流体験施設 

開館時間 午前10時から午後７時まで 

８月13日は、午前10時から午後４時

まで 

休館日 毎週水曜日及び毎月第２第４火曜日

（その日が国民の休日に当たるとき

は、その翌々日）及び12月30日から翌

年の１月２日までの日 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


